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可児高等学校 部活動方針 

 

■目標 

集団の中で個性を伸長し、自ら鍛えるとともに、協同の精神を高揚し、学校生活を充実させていく。 

 

■部の設置 

【運動部】 

野球部 ・テニス部（男女） ・バレーボール部（女） ・バスケットボール部（男女） ・卓球部（男女） ・

サッカー部 ・剣道（男女） ・陸上競技部（男女） ・ハンドボール部（男女） ・バドミントン部（男

女） ・弓道部（男女） ・ウエイトリフティング部（男女） ・アーチェリー部（男女） 

【文化部】 

ESS ・科学部 ・吹奏楽部 ・茶道部 ・文芸部 ・書道部 ・囲碁将棋部 

 

■活動時間・休養日 

・平日の活動時間 月水金１６時２５分～１７時４５分  火木１５時２５分から１７時４５分  

＜１８時完全下校＞ 

・平日以外の活動 長期休業中の練習日数（公式試合等含む）は、休業日数の半分以内とする。 

休日、祝祭日、長期休業中の練習時間は、午前あるいは午後の３時間程度とする。 

・休養日     原則として、（公式試合等がある場合などを除いて）、少なくとも毎週土・日曜日のど

ちらかは完全休養日とする。 

 

■外部指導者の扱いについて 

本校の教育方針を説明し、部活動の申し合わせ事項を含め十分理解したうえで指導に当たってもらう。 

 

■安全配慮と緊急体制の整備 

練習・試合は、必ず顧問が指導・監督にあたり、日頃から安全点検や安全指導、危機管理体制の確認等、事

故防止に向けた取り組みを行う。 

 

■保護者の協力と理解 

顧問としての指導に関する基本方針・年間や月間の計画を明確にし、保護者に示す。 

 

■その他 

貴重品の取り扱いは顧問にて保管・管理するなど各部で工夫・指導をする。 

 

 


